
議案第3 3号

三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

次のとおり三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正することについて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項

の規定により､本議会の議決を求める｡

平成16年3月12日

三朝町長　吉　田　秀　光

平成1 1{=音3,Fj25日原嚢可決

三朝町鼠会議長恩昇

三朝町条例第　　号

三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年三朝町条例

第1 9号)の一部を次のように改正するo

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引か

れた部分に改める｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分(以下｢改正後表｣という｡)

に対応する同表の改正前の欄中太線で囲まれた部分が存在しない場合には､当

該改正後表を加える｡



改正後 劔刮�ｳ前 

別表第1(第2条関係) 劔剳ﾊ表第1(第2条関係) 

局 冖ﾈ���ｩ'R�処理区域 ��局 冖ﾈ���ｩ'R�処理区域 ��

神倉地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字神倉 �����&霎b�剞_倉地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字神倉 �����&霎b�

東小鹿地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字東小鹿 �8ﾈ抦�&霎b�剴件ｬ鹿地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字東小鹿 �ｩ�傅ﾈ�&霎b�

穴鴨地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字穴鴨 佇ｨｩｹ&霎b�剏滑將n区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字穴鴨 佇ｨｩｹ&霎b�

下畑地区林業集落排水処理施設一 剋O朝町大字下畑 �ｩJ�&霎b�刮ｺ畑地区林業集落排水処理施設 剋O朝町大字下畑 �ｩJ�&霎b�

旭南地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字牧 ��>ﾉ&霎b�刪ｮ南地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字牧 ��>ﾉ&霎b�

木地山地区小規模集合排水処理施設 剋O朝町大字木地山 冦�&韃)&霎b�剿ﾘ地山地区小規模集合排水処理施設 剋O朝町大字木地山 冦�&韃)&霎b�

助谷地区農琴集落排水処理施設 剋O朝町大字助谷 傚Y$ｩ&霎b�剌葡J地区農業集落排水処痩施設 剋O朝町大字助谷 傚Y$ｩ&霎b�

西小鹿地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字西小鹿 ��ﾉ(h�&霎b�剞ｼ小鹿地区農業集蕗排水処理施設 剋O朝町大字西中鹿 ��ﾉ(h�&霎b�

吉尾地区小規模集合排水処理施設 剋O朝町大字吉尾 亳yOi&霎b�刹g尾地区小規模集合排水処理施設 剋O朝町大字吉尾 亳yOi&霎b�

小河内地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字小河内 傅ﾈ憖>�&霎b�剌ｬ河内地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字小河内 傅ﾈ憖>�&霎b�

恩地地区小規模集合排水処理施設 剋O朝町大字恩地 �i&�&霎b�刮ｶ地地区小規模集合排水処理施設 剋O朝町大字恩地 �i&�&霎b�

加谷地区農業集落排水処理施設 剋O朝町大字加谷 ��$ｩ&霎b�價表第2(第11条関係) 

大柿地区小規模集合排水処理施設 剋O朝町大字大柿 ��Xｦ�&霎b��

J表第2(第11条関係) 

使用料区分 僭(�刮�Y|｢�俶yw�{��以隗｢��剋g用料区分 僭(�刮�Y|｢�俶yw�{��以隗｢��

基本使用料 ���zy_ｸ8��ｸ6x8ｸ-ﾈ,R�抹�%Xﾔ�"�刳軏{使用料 ���zy_ｸ8�爾�6x8ｸ-ﾈ,R��8�hﾇﾙF"�



附　則

(施行期日)

1この条例は､平成16年4月1日から施行する｡

(経過措置)

2　この条例による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は､平成1 6年5月使用分として

の算定に係る使用料から適用し､同月使用分前の分としての算定に係る使用料については､なお従前の例による｡


